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９
月
に
開
催
さ
れ
た
北
山
村
議
会
定
例

会
に
お
き
ま
し
て
、
平
成
17
年
度
の
一
般

会
計
及
び
各
特
別
会
計
の
決
算
が
認
定
さ

れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
そ
の
概
要
に
つ
い
て
、
平
成

16
年
度
決
算
と
比
較
し
な
が
ら
説
明
し
ま

す
。地

方
財
政
は
、
相
変
わ
ら
ず
厳
し
い
状

況
が
続
い
て
お
り
、
平
成
17
年
度
も
前
年

度
に
引
き
続
き
地
方
交
付
税
が
減
収
と
な

る
な
ど
厳
し
い
歳
入
状
況
で
し
た
が
、

「
北
山
村
行
財
政
改
革
推
進
計
画
」
に
基

づ
く
人
件
費
を
は
じ
め
と
す
る
経
常
経
費

の
削
減
や
公
共
事
業
費
の
抑
制
な
ど
歳
出

の
削
減
に
よ
り
、
実
質
収
支
で
２，

２
６

５
万
円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
繰
越
金
を
除
い
た
単
年
度
の

収
支
は
と
い
う
と
５，

１
０
０
万
円
の
赤

字
で
す
か
ら
、
内
容
的
に
は
ま
だ
ま
だ
厳

し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

一
般
会
計
に
お
け
る
歳
入
の
状
況
（
別

表
１
）
を
み
て
み
ま
す
と
、
歳
入
の
総
額

は
12
億
４，

７
６
８
万
円
で
、
16
年
度
に

比
較
し
て
２，

５
０
２
万
円
の
増
収
に
な

っ
て
い
ま
す
。

科
目
別
に
み
る
と
、
村
民
税
が
６，

０

８
６
万
円
で
１
２
８
万
円
の
増
収
と
な
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ
ら
た
に
「
お

く
と
ろ
温
泉
」
の
入
湯
税
が
徴
収
さ
れ
た

こ
と
と
法
人
税
が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。

地
方
譲
与
税
か
ら
地
方
交
付
税
ま
で

は
、
そ
の
合
計
額
が
６
億
２，

２
０
６
万

円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
16
年
度
に
比
べ
て

３
２
４
万
円
の
減
収
で
す
が
、
こ
の
額
は
、

予
想
さ
れ
た
減
額
割
合
よ
り
も
小
さ
い
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

逆
に
国
庫
補
助
金
は
、
補
助
金
削
減
の

影
響
が
大
き
く
、
１，

７
５
１
万
円
も
の

減
収
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

財
産
収
入
は
、
２
１
１
万
円
と
１
８
２

万
円
の
増
収
で
す
が
、
こ
れ
は
村
有
地
の

売
払
収
入
１
３
０
万
円
、
公
用
車
（
３
台
）

売
払
収
入
27
万
円
な
ど
に
よ
る
も
の
で

す
。繰

入
金
は
、
平
成
16
年
度
に
比
べ
て
６，

２
６
６
万
円
の
減
収
で
す
が
、
こ
れ
は
各

種
基
金
の
取
り
崩
し
が
大
幅
に
減
っ
た
た

め
で
（
一
般
的
に
は
、
基
金
か
ら
の
繰
入

金
は
少
な
い
方
が
よ
い
。）、
む
し
ろ
地
域

振
興
特
別
会
計
か
ら
の
繰
入
金
は
、
３，

８
７
８
万
円
と
大
幅
に
増
え
て
お
り
ま
す
。

諸
収
入
で
は
、
現
在
掘
削
中
の
新
田
戸

ト
ン
ネ
ル
の
土
捨
料
と
し
て
４，

０
９
３

万
円
が
収
納
さ
れ
、
総
額
で
も
16
年
度
に

比
べ
て
４，

５
１
１
万
円
の
増
収
と
な
っ

て
い
ま
す
。

村
債
は
、
臨
時
財
政
対
策
債
が
１，

２

１
０
万
円
減
額
さ
れ
ま
し
た
が
、
林
道
出

谷
線
新
設
事
業
や
村
道
上
滝
下
滝
線
改
良

事
業
な
ど
の
事
業
に
係
る
起
債
が
増
え
た

こ
と
に
よ
り
平
成
16
年
度
に
比
べ
て
４，

０
２
０
万
円
増
え
て
お
り
ま
す
。
（
村
債

は
、
借
入
金
な
の
で
少
な
い
方
が
よ
い
。

な
お
、
こ
の
事
業
に
よ
る
村
債
は
、
後
年

度
７
割
が
交
付
税
と
し
て
措
置
さ
れ
ま
す

の
で
、
実
質
の
借
入
金
は
、
そ
の
３
割
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

一
般
会
計
　
歳
入

歳 入 科 目

村 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

地方消費税交付金

自動車取得税交付金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

村 債

合 計

1 6 年度

5 , 9 5 8

8 6 1

5 8

5 4 6

3 9 1

1 4 2

6 0 , 5 3 2

5 7

9 8 8

1 3 , 7 5 8

9 , 5 7 4

2 9

0

1 2 , 0 9 5

4 , 8 8 3

1 , 3 6 4

1 1 , 0 3 0

1 2 2 , 2 6 6

1 7 年度

6 , 0 8 6

1 , 0 6 8

3 9

5 0 2

3 8 2

1 2 4

6 0 , 0 9 1

1 4 6

9 9 6

1 2 , 0 0 7

9 , 6 8 5

2 1 1

8

5 , 8 2 9

6 , 6 6 9

5 , 8 7 5

1 5 , 0 5 0

1 2 4 , 7 6 8

増減額

1 2 8

2 0 7

－ 1 9

－ 4 4

－ 9

－ 1 8

－ 4 4 1

8 9

8

－ 1 , 7 5 1

1 1 1

1 8 2

8

－ 6 , 2 6 6

1 , 7 8 6

4 , 5 1 1

4 , 0 2 0

2 , 5 0 2

別表１：平成16年度と平成17年度の一般会計歳入決算比較
（単位：万円）
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歳 出 科 目

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

合 計

1 6 年度

3 , 4 3 7

1 8 , 9 4 2

1 2 , 3 4 4

6 , 6 6 0

1 3 , 3 4 3

2 , 7 2 0

1 0 , 9 2 7

1 , 6 4 1

5 , 3 6 2

9 , 8 6 4

2 8 , 8 2 9

1 , 5 2 8

1 1 5 , 5 9 7

1 7 年度

2 , 8 1 8

1 5 , 3 3 2

1 3 , 3 9 2

5 , 2 5 8

1 5 , 3 1 4

1 , 3 0 8

1 7 , 0 5 0

2 , 3 2 0

5 , 5 9 7

6 1 0

2 7 , 5 5 8

0

1 0 6 , 5 5 7

増減額

－ 6 1 9

－ 3 , 6 1 0

1 , 0 4 8

－ 1 , 4 0 2

1 , 9 7 1

－ 1 , 4 1 2

6 , 1 2 3

6 7 9

2 3 5

－ 9 , 2 5 4

－ 1 , 2 7 1

－ 1 , 5 2 8

－ 9 , 0 4 0

別表２：平成16年度と平成17年度の一般会計歳出決算比較
（単位：万円）

平
成
17
年
度
の
一
般
会
計
の
歳
出
総
額

は
、
10
億
６，

５
５
７
万
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。（
別
表
２
）

平
成
16
年
度
と
比
較
し
ま
す
と
、
総
額

で
９，

０
４
０
万
円
の
減
額
と
な
っ
て
い

ま
す
。

歳
出
科
目
ご
と
に
そ
の
増
減
を
み
て
み

ま
す
と
、
議
会
費
は
、
議
員
期
末
手
当
の

全
額
削
減
が
主
な
理
由
で
、
平
成
16
年
度

に
比
べ
て
６
１
９
万
円
の
減
額
と
な
っ
て

い
ま
す
。

総
務
費
に
お
い
て
も
、
特
別
職
及
び
一

般
職
員
の
人
件
費
の
削
減
な
ど
に
よ
り
合

計
額
と
し
て
３，

６
１
０
万
円
の
減
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

民
生
費
で
は
、
平
成
17
年
10
月
か
ら
単

独
で
介
護
保
険
事
業
を
や
り
は
じ
め
た
こ

と
な
ど
か
ら
１，

０
４
８
万
円
の
増
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

衛
生
費
は
、
職
員
人
件
費
の
関
係
や
ゴ

ミ
収
集
委
託
料
が
な
く
な
っ
た
こ
と
な
ど

に
よ
り
１，

４
０
２
万
円
の
減
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

農
林
水
産
業
費
で
は
、
観
光
筏
用
の
昇

降
施
設
整
備
事
業
や
林
道
出
谷
線
開
設
工

事
な
ど
か
ら
１，

９
７
１
万
円
の
増
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。

商
工
費
は
、
平
成
17
年
度
に
お
い
て
は

特
に
大
き
な
建
設
事
業
を
行
わ
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
１，

４
１
２
万
円
の
減
額
と
な

っ
て
い
ま
す
。

土
木
費
は
、
村
道
上
滝
下
滝
線
改
良
工

事
費
が
平
成
16
年
度
よ
り
大
き
く
伸
び
た

こ
と
な
ど
か
ら
６，

１
２
３
万
円
の
増
額

と
な
っ
て
い
ま
す
。

消
防
費
で
は
、
救
急
車
を
新
し
く
入
れ

替
え
た
こ
と
や
大
沼
防
火
用
水
設
置
工
事

な
ど
に
よ
り
６
７
９
万
円
の
増
額
と
な
っ

て
い
ま
す
。

教
育
費
は
、
小
学
校
の
新
校
舎
設
計
委

託
な
ど
が
あ
り
２
３
５
万
円
の
増
額
と
な

っ
て
い
ま
す
。

災
害
復
旧
費
は
、
平
成
17
年
度
に
お
い

て
は
大
き
な
災
害
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

の
で
、
実
質
は
、
平
成
16
年
度
の
繰
越
事

業
の
み
の
決
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

公
債
費
、
つ
ま
り
借
入
金
の
返
済
金
で

す
が
、
平
成
17
年
度
に
お
い
て
は
１，

２

７
１
万
円
の
減
額
と
な
り
ま
し
た
。
公
債

費
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
減
少
し
て
ゆ
く

見
込
み
で
す
。

諸
支
出
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
17
年
度

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

以
上
、
各
科
目
の
大
き
な
理
由
項
目
を

挙
げ
る
と
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
す
が
、
実

際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
行
っ
て
い
る
事
業
内

容
ご
と
年
度
に
よ
っ
て
事
業
量
、
数
量
等

が
変
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
細
か
い
増

減
が
あ
る
わ
け
で
す
。

決
算
規
模
の
少
な
い
こ
と
は
必
ず
し
も

い
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
、

単
独
と
い
う
厳
し
い
財
政
状
況
に
あ
る
北

山
村
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
歳
出
を
抑

え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
現

在
行
っ
て
い
る
行
財
政
改
革
が
あ
る
程
度

の
成
果
を
得
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

一
般
会
計
　
歳
出

平成17年度　一般会計決算額
歳　　　入　　　１２億４，７６８万円

歳　　　出　　　１０億６，５５７万円

繰 越 額　　　０１億８，２１１万円

（うち小学校建設事業繰越額１億５，９４６万円含）



④

広報  2006年11月号 No.198

各
特
別
会
計
の
歳
出
決
算
額
は
、
別
表

３
の
と
お
り
で
す
。

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
、
平
成
16

年
度
に
比
べ
て
２，

２
０
６
万
円
の
増
加

と
な
り
ま
し
た
。
療
養
給
付
費
や
医
療
費

拠
出
金
は
、
単
純
に
単
年
度
比
較
で
き
ま

せ
ん
が
、
歳
出
増
加
の
原
因
を
わ
か
り
や

す
く
言
え
ば
、
被
保
険
者
の
医
療
費
の
増

加
で
す
。

国
民
健
康
保
険
の
平
成
17
年
度
の
被
保

険
者
数
は
３
１
４
人
で
前
の
年
度
に
比
べ

て
７
人
減
少
し
て
お
り
、
平
均
の
年
間
保

険
料
額
は
、
４
６，

６
１
８
円
と
７
３
９

円
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

医
療
給
付
費
は
、
一
人
あ
た
り
に
す
る

と
年
間
１
９
５，

６
５
４
円
と
８，

０
１

９
円
減
少
し
て
お
り
、
こ
こ
５
年
間
減
少

を
続
け
て
い
ま
す
。

老
人
保
健
特
別
会
計
は
、
老
人
医
療
給

付
（
75
歳
以
上
が
対
象
）
に
か
か
る
特
別

会
計
で
す
が
、
平
成
17
年
度
は
、
前
年
度

に
比
べ
て
７
７
４
万
円
減
額
の
８，

７
７

１
万
円
の
歳
出
決
算
と
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
特
別
会
計
は
、
平
成
17
年
10

月
か
ら
始
め
ら
れ
た
介
護
保
険
事
業
に
か

か
る
特
別
会
計
で
す
の
で
、
平
成
17
年
度

に
つ
い
て
は
、
半
年
間
で
５，

８
３
８
万

円
の
歳
出
額
と
い
う
こ
と
で
す
。

簡
易
水
道
特
別
会
計
は
、
平
成
16
年
度

に
比
べ
て
５
０
４
万
円
の
減
額
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
平
成
17
年
度
に
お
い

て
災
害
等
の
大
き
な
工
事
が
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。

地
域
振
興
事
業
特
別
会
計
は
、
２
億
７，

４
３
４
万
円
と
前
年
度
に
比
べ
て
５，

９

３
０
万
円
も
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の

歳
出
の
う
ち
３，

８
７
８
万
円
は
一
般
会

計
へ
の
繰
出
金
で
す
か
ら
（
ち
な
み
に
前

年
度
の
一
般
会
計
へ
の
繰
出
金
は
５
０
０

万
円
）
、
純
粋
な
歳
出
額
は
と
い
う
と
２

億
３，

５
５
６
万
円
と
い
う
こ
と
が
い
え

ま
す
。

一
方
、
地
域
振
興
事
業
特
別
会
計
に
お

い
て
は
、
そ
の
歳
入
の
決
算
額
も
大
変
重

要
で
あ
り
、
そ
の
額
は
２
億
９，

０
６
５

万
円
と
平
成
16
年
度
に
比
べ
て
７，

０
８

２
万
円
の
増
と
い
う
大
幅
な
伸
び
を
示
し

て
い
ま
す
。（
別
表
４
参
照
）

で
す
か
ら
、
こ
の
歳
入
決
算
額
と
先
ほ

ど
の
純
粋
な
歳
出
額
と
を
差
し
引
き
し
ま

す
と
、
地
域
振
興
事
業
特
別
会
計
は
、
５，

５
０
９
万
円
の
黒
字
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。単

年
度
収
支
（
前
年
度
の
繰
越
金
を
除

い
た
収
支
）
で
み
て
も
、
繰
出
金
を
除
け

ば
５，

０
３
０
万
円
の
黒
字
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
直
営
診
療
所
特
別
会
計

は
、
８，

８
６
１
万
円
の
歳
出
決
算
額
と

な
っ
て
お
り
、
平
成
16
年
度
に
比
較
し
て

２
１
１
万
円
の
減
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。

各
特
別
会
計
は
、
地
域
振
興
事
業
特
別

会
計
を
除
い
て
、
村
民
の
生
活
に
直
結
す

る
も
の
で
あ
り
、
な
か
な
か
削
減
等
難
し

い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
地
域
振
興
事
業
特
別
会
計
に
つ

い
て
は
、
観
光
筏
下
り
や
じ
ゃ
ば
ら
関
係

の
特
別
会
計
で
す
の
で
、
今
後
の
歳
入
の

伸
び
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。

特 別 会 計 名

北 山 村 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

北 山 村 老 人 保 健 特 別 会 計

北 山 村 介 護 保 険 特 別 会 計

北 山 村 簡 易 水 道 特 別 会 計

北 山 村 地 域 振 興 事 業 特 別 会 計

北山村国民健康保険直営診療所特別会計

1 6 年度

7 , 5 8 8

9 , 5 4 5

－

1 , 8 8 9

2 1 , 5 0 4

9 , 0 7 2

1 7 年度

9 , 7 9 4

8 , 7 7 1

5 , 8 3 8

1 , 3 8 5

2 7 , 4 3 4

8 , 8 6 1

増減額

2 , 2 0 6

－ 7 7 4

－

－5 0 4

5 , 9 3 0

－ 2 1 1

別表３：平成16年度及び平成17年度各特別会計歳出決算比較
（単位：万円）

各
特
別
会
計
　
歳
出

別表４：平成１７年度　地域振興特別会計

歳　　　入　　　２億９，０６５万円

歳　　　出　　　２億７，４３４万円

差 引 額　　　０億１，６３１万円

繰出金を除いた差引額

５，５０９万円 a

繰越金を除いた単年度の収支

５，０３０万円 a
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　10月2日（月）、村民運
動会が中学校グラウンドで
開催されました。 
　１日（日）の開催予定が
あいにくの雨天で順延され
たため、残念ながらお仕事
等で参加できなかった方も
おられたのではないでしょ
うか。 
　グラウンド状態も悪かっ
たのですが、親子三世代、
楽しい１日を過ごしたこと
と思います。 

　平成18年９月18日、第56回の敬老会が村民会館で

開催されました。70歳以上のお年寄り57人が参加さ

れ、健康長寿を祝して賑わいました。 

　村内には、70歳以上の方が192人おられ、ご長寿

のベスト５は次の方々です。 

皆さん、これからもお元気で長生きしてください。 

氏　　名

尾中　ちよ野

畑中　みつゑ

西垣内すまの

中村　イサエ

久保岡サカエ

性別

女

女

女

女

女

住所

竹　原

下尾井

下尾井

下尾井

下尾井

年齢

９８

９５

９５

９３

９３

順位

１

２

３

４

５
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新宮・東牟婁地域母子保健医療推進協議会は、この地域の母子保健医療の充実を目的に、市町村、医師

会、病院、保健所等で構成され平成17年度に発足しました。平成18年2月に小児医療に関する満足度を知

るため、新宮・東牟婁在住の１歳児と小学１年生の保護者を対象にアンケート調査を行いました。

回答率は、１歳児47.2％（532名中251名）小学1年生88.3％（660名中583名）でした。その結果を抜

粋して報告します。

◆医療機関の数について

・おおいに満足、どちらかというと

満足と回答があったのは全体で

10.7％。北山村では0％であった。

・市町村別にみると新宮市から離れ

るほど不満と答える方が多かった。

※大満足＝おおいに満足

満　足＝どちらかというと満足

◆医療機関の夜間、休日の小児
の受け入れ体制について

・おおいに満足、どちらかというと

満足と回答があったのは全体で

8.9％。北山村では0％であった。

・市町村別にみると新宮市から離れ

るほど不満と答える方が多かった。

◆過去1年間で診療時間外の医療機関の受診の有無について

・41.6％が有ると回答し、受診した理由については（複数回答）腹痛38.6％、発熱29.1％、嘔吐9.6％の

順に多かった。

◆急な発熱時の対応について

・1歳児をもつ保護者は小学校1年生の保護者に比べ、すぐに受診行動に移る姿が反映されていた。（1歳

児24.9％、小学1年生19.4％）

◆和歌山県が実施している電話相談「こども救急ダイヤル＃8000」について

・相談窓口を知っている人は少なかった。（1歳児15.9％、小学1年生9.8％）

◆自由記載について

・新宮・東牟婁地域の良いところは、自然が豊かでのびのびした環境といった意見が多く、公園が少な

い、小児医療の充実を望む意見も多くあった。

40％ 
（どちらかというと不満） 

36.3％ 

40％ 
（どちらかというと不満） 

9.3％ 
（満足） 
9.3％ 
（満足） 

1.4％ （大満足） 

40％ 
（おおいに不満） 

20％ 
（わからない） 
20％ 

36.3％ 45％ 8％ 8％ 

（わからない） 

北 山 村  

市・郡全体 

20％ 
（どちらかというと不満） 

31.5％ 

20％ 
（どちらかというと不満） 

6.6％ 
（満足） 
6.6％ 
（満足） 

2.3％ （大満足） 

60％ 
（おおいに不満） 

20％ 
（わからない） 
20％ 

31.5％ 49.7％ 9.9％ 9.9％ 

（わからない） 

北 山 村  

市・郡全体 

※今回のアンケート結果を踏まえ、11月11日（土）に小児科医による子どもの急病についての講習会

を開催し、また子どもが病気になった時の家庭での対処法や救急受診のめやす等をまとめたパンフ

レットを作成する予定です。
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「子どもが急病になった時。すぐに病院に行った方がいい？」 
「それとも翌朝まで様子を見て大丈夫？」　判断に迷ったら・・・ 

プッシュ回線　＃8000 （日曜・祝日／19:00～23:00開設） 
～専門の看護師（必要に応じて医師）が相談に応じます～ 

携帯電話・ダイヤル回線・ＩＰ電話等をご利用の方は　  073－431－8000へ 

　（財）日本中毒情報センターでは、科学物質や動植物の毒によって起こる急性の中
毒について、応急処置などの緊急情報をダイヤルＱ２で有料にて提供してきました
が、9月9日から情報料が無料になりました。（通話料は相談者負担です。  

◇大阪中毒110番　TEL 072-727-2499 （365日・24時間対応） 

◇たばこ専用電話　TEL 072-726-9922 （365日・24時間対応） 

平成17年3月、北山村次世代育成支援行動計画が

策定されました。その中で、近年少子化や核家族化

の影響により中高生等が乳幼児とふれあう機会が減

少している現状がとりあげられました。乳幼児との

ふれあいや関わりは、子どもを生み育てることの意

義を理解し、子どもや家庭の大切さを理解するため

に重要と思われることから、北山村で唯一の乳幼児

とのふれあいの場である乳幼児健診を活用し、乳幼

児とふれあう機会を提供しようという目標がたてら

れました。そこで、９月14日、北山中学校3年生の

生徒４人が乳幼児健診の会場を訪れ、乳幼児とのふ

れあいを体験しました。

最初は、どのようにふれあったらいいのか、とま

どいを見せていた中学生の皆さん。でも時間の経過

とともにおもちゃを使って遊んだり、自然と乳幼児

とうちとけていきました。

ふれあい体験の後、中学生の皆さんに感想を書い

てもらいました。「笑ってくれてうれしかった。」

「とてもいい体験になった。」「最初は遊ぶのが難し

かった。」「毎日大変だと思った。」など、勉強にな

った事、楽しかった事についてたくさんの感想をよ

せてくれました。

お、重い！
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国
民
年
金
制
度
は
、
老
齢
・
障
害
・
死
亡
な
ど
に
よ
り
、

本
人
や
家
族
の
方
が
安
定
し
た
生
活
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
国
民
の
み
な
さ
ん
で
支
え
合
い
な

が
ら
、
生
活
の
安
定
や
維
持
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
ま
す
。

年
金
は
一
生
に
関
わ
る
こ
と
で
す
。

高
齢
者
だ
け
で
な
く
保
険
料
を
納
付
す
る
現
役
世
代
に

も
、
公
的
年
金
制
度
は
重
要
な
も
の
で
す
。
も
し
、
公
的
年

金
制
度
が
な
か
っ
た
ら
･
･
･
現
役
世
代
の
み
な
さ
ん
の
経

済
的
負
担
は
、
も
っ
と
大
き
く
な
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、

退
職
さ
れ
た
両
親
の
扶
養
や
別
居
の
両
親
へ
の
送
金
な
ど
、

年
金
制
度
が
な
け
れ
ば
両
親
が
受
け
取
る
金
額
分
の
負
担
が

増
加
し
ま
す
。
寿
命
を
予
測
で
き
な
い
老
後
、
貯
蓄
へ
の
不

安
も
高
ま
り
ま
す
。

公
的
年
金
制
度
で
は
、
基
礎
年
金
額
の
１
／
３
（
将
来

１
／
２
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
）
は
国
が
負
担
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
納
め
た
保
険
料
額
は
、
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

老
後
等
に
備
え
て
、
低
額
年
金
者
や
無
年
金
者
に
な
ら
な

い
よ
う
、
毎
月
の
保
険
料
は
必
ず
納
め
ま
し
ょ
う
。

保
険
料
は
、
安
心
・
便
利
・
確
実
な
口
座
振
替
制
度
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
１
ヶ
月
ず
つ
の
納
付
で
も
「
当
月
末
振
替
」

を
選
ん
で
い
た
だ
く
と
、
１
ヶ
月
に
つ
き
50
円
の
割
引
が
あ

り
ま
す
。

「
明
日
の
あ
な
た
を
考
え
て
･
･
･
年
金
は
あ
な
た
が
主
人

公
で
す
。」

11
月
上
旬
に
社
会
保
険
庁
よ
り
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
納
め
た
保
険

料
分
は
、
全
額
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
税
金
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
末

調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
、
控
除
証
明
書
の
添
付
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
成
18
年
１
月
１
日
か
ら
18
年
10
月
２
日
ま
で
に
納
付
さ

れ
た
金
額
に
つ
い
て
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
（
平
成
18
年
10

月
３
日
か
ら
年
末
ま
で
に
初
め
て
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、
翌

年
２
月
に
送
付
さ
れ
る

予
定
で
す
。）

な
お
、
納
付
書
に
よ

り
納
め
て
い
た
だ
い
て

い
る
場
合
は
、
領
収
証

書
が
必
要
に
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
大
切
に

保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

日
ご
ろ
、
人
権
問
題
や
登
記
・
供

託
・
相
続
・
戸
籍
等
で
お
悩
み
の
方
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

弁
護
士
・
法
務
局
職
員
・
地
元
人
権

擁
護
委
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談

さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
は
一
切
秘
密
で

あ
り
、
無
料
で
す
の
で
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
日
　
時
】

平
成
18
年
11
月
17
日
（
金
）

午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
３
時
30
分

【
場
　
所
】

村
民
会
館

な
お
、
法
律
相
談
に
つ
い
て
は
予
約

制
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
法
律
相

談
を
さ
れ
る
方
は
、

法
務
局
新
宮
支
局
（
℡
０
７
３
５
―

22
―
２
７
５
７
）
ま
で
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

11
月
は「
年
金
月
間
」で
す

11
月
6
日
〜
12
日
は
年
金
週
間
で
す

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
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こ
れ
か
ら
寒
さ
も
き
び
し
く
な
り
、
火

災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
ま
す
。

一
人
ひ
と
り
が
火
災
予
防
を
心
が
け
、

火
災
を
出
さ
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

消
さ
な
い
で

あ
な
た
の
心
の

注
意
の
火

国
税
庁
で
は
、
11
月
11
日
〜
17
日
の
間
、

「
税
を
考
え
る
週
間
」
と
し
て
、
国
民
各
層

に
よ
り
能
動
的
に
税
の
仕
組
み
や
役
割
等
を

考
え
て
も
ら
い
、
国
の
基
本
と
な
る
税
に
対

す
る
理
解
を
一
層
深
め
て
も
ら
う
こ
と
を
目

的
に
、
集
中
し
た
広
報
広
聴
活
動
を
行
い
ま

す
。本

年
度
の
テ
ー
マ
は
、
「
少
子
・
高
齢
社

会
と
税
」
で
す
。

人
権
と
は
、
誰
も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し

て
持
っ
て
い
る
、
人
間
が
人
間
ら
し
く
生
き

て
い
く
た
め
に
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
権
利

で
あ
り
、
人
権
尊
重
の
社
会
づ
く
り
は
行
政

に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
課
題
で
す
。

私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
人
権
の
主
体
と
し

て
、
自
ら
の
人
権
や
他
者
の
人
権
を
尊
重
し
、

さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
権
問
題
を
自
分
の
課

題
と
し
て
捉
え
、
そ
の
解
決
に
取
り
組
ん
で

い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め

に
は
「
人
権
」

に
つ
い
て
改

め
て
考
え
る

機
会
を
も
ち
、

自
分
自
身
に

よ
る
「
気
づ

き
」
を
促
す

よ
う
心
が
け

ま
し
ょ
う
。

野村証券 

和歌山城 

公園前交差点 

三木町交差点 

けやき大通り 
和　歌　山 
中央郵便局 

和　歌　山 
地方裁判所 

み
ず
ほ 

銀
　
行 

三
井
住
友 

銀
　
行 

ロ
イ
ネ
ッ
ト 

ホ
　
テ
　
ル 

和
　
歌
　
山 

本
町
通
り 

至 

紀
の
国
大
橋 P

至 JR和歌山駅 

信
愛
付
属 

中
学
校 

高
等
学
校 

至 

紀
の
川
大
橋 

〈事務所所在地〉  

「法テラス」とは、全国どこでも法的なトラブル

解決に必要な情報やサービスの提供を受けるこ

とができる社会を実現するために設置された法

的トラブル解決のための総合案内窓口です。

正式名称は「日本司法支援センター」といい

ます。

【一般情報相談】 ０５７０－０７８３７４
（ お な や み な し ）

【犯罪被害者相談】 ０５７０－０７９７１４
（ な く こ と な い よ ）

平　日9:00～21:00
土曜日9:00～17:00

■ホームページ
http ://www.
houterasu .or . jp

公
証
制
度
は
、
国
家
機
関
で
あ
る
公
証
人

が
、
公
正
証
書
の
作
成
や
私
署
証
書
の
認
証

等
の
業
務
を
通
じ
て
民
事
紛
争
の
予
防
と
私

権
の
明
確
化
を
図
る
制
度
で
す
。

こ
の
た
び
、
平
日
に
役
場
を
利
用
で
き
な

い
方
々
の
た
め
に
、
毎
月
第
三
日
曜
日
（
原

則
）
に
「
日
曜
・
無
料
公
証
法
律
相
談
」
を

開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
第
１
回
は
、
次
の
と
お
り
の
日
時
で

す
の
で
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊

◇
と
　
き

12
月
17
日
（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

◇
場
　
所

新
宮
公
証
役
場

◇
予
　
約

平
日
に
電
話
で
予
約
し
て
く
だ

さ
い
。

◇
そ
の
他

相
談
料
は
無
料
で
す
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

◇
問
い
合
わ
せ

新
宮
公
証
役
場

（
新
宮
市
緑
ヶ
丘
２
丁
目
１
番
31
号

カ
マ
ツ
カ
ビ
ル
３
階
）

０
７
３
５
―
21
―
２
３
４
４

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
９
日
〜
15
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

税
を
考
え
る
週
間

〜
少
子
・
高
齢
社
会
と
税
〜

11
月
11
日
〜
17
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

人
権
を
考
え
る
強
調
月
間

11
月
11
日
〜
12
月
10
日

同
和
運
動
推
進
月
間

11
月
１
日
〜
30
日

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

日
曜
・
無
料
公
証

法
　
律
　
相
　
談

【人権イメージキャラクター】
人KENまもる君と人KENあゆみちゃん
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ご 案 内 

◆北山村役場 

◆観光センター（道の駅） 

◆北山村販売センター 

◆北山村診療所 

◆北山村社会福祉協議会 

◆おくとろ温泉 

０７３５-４９-２３３１ 

０７３５-４９-２３２４ 

０７３５-４９-２０３７ 

０７３５-４９-２１１４ 

０７３５-４９-２０９０ 

０７３５-４９-２５７５ 

◇発行 
　北山村 
　〒519-5603 
　和歌山県東牟婁郡北山村大沼42 

◇編集 
　総合政策課一般行政グループ 

◇北山村ホームページ 
　http://www.vill.kitayama.wakayama.jp/

▼
健
康
相
談

・
11
月
14
日
（
火
）

13
時
15
分
〜
14
時
15
分

七
色
区
民
会
館

・
11
月
14
日
（
火
）

14
時
30
分
〜
15
時
30
分

竹
原
区
民
会
館

・
11
月
17
日
（
日
）

13
時
〜
15
時

北
山
村
村
民
会
館

1 1
月
の
行
事
予
定

雇ったら、入る 雇ったら、入る 雇ったら、入る 
労働者を労働者を１人でも雇っている事業主はでも雇っている事業主は 
労働保険に加入する労働保険に加入する義務があります。があります。 
労働者を１人でも雇っている事業主は 
労働保険に加入する義務があります。 

労働保険適用促進月間 

10/1→10/31

　労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したもの
で厚生労働省が所管する強制加入保険です。 
　なお、労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤
によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは
不幸にも死亡された場合に被災労働者やその遺族を保
護するために必要な保険給付を行うものです。 
　一方、雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働
者についての雇用の継続が困難となる事由が生じた場
合に、労働者の生活の安定及び雇用の安定を図ると共
に、再就職を促進するために必要な保険給付を行うも
のです。 

　加入の手続きなどの詳細につきましては、最寄りの
労働基準監督署若しくは公共職業安定所（ハローワー
ク）までお問い合わせ下さい。 
 
☆労働基準監督署 
・和歌山　  073－431－0211　御　坊　  0738－22－3571 
・橋　本　  0736－32－1190　田　辺　  0739－22－4694 
・新　宮　  0735－22－5295 
 
☆公共職業安定所（ハローワーク） 
・和歌山　  073－425－8609　新　宮　  0735－22－6285 
・田　辺　  0739－22－2626　御　坊　  0738－22－3527 
・湯　浅　  0737－63－1144　海　南　  073－483－8609
・橋　本　  0736－33－8609　串　本　  0735－62－0121

10
月
１
日
か
ら
県
内
の
時
間
額
最
低
賃
金

が
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
最
低
賃
金
は
、
常
用
労
働
者
の
み
で

な
く
、
臨
時
・
パ
ー
ト
な
ど
和
歌
山
県
内
で

働
く
す
べ
て
の
労
働
者
に
も
適
用
さ
れ
ま

す
。
（
精
皆
勤
手
当
・
通
勤
手
当
・
家
族
手

当
・
時
間
外
手
当
・
ボ
ー
ナ
ス
は
含
み
ま
せ

ん
。）な

お
、
「
鉄
鋼
業
」
、
「
百
貨
店
・
総
合
ス

ー
パ
ー
」
に
は
、
産
業
別
最
低
賃
金
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

詳
し
い
こ
と
は
、
和
歌
山
労
働
局
賃
金
室

（
○
０
７
３
―
４
２
２
―
２
１
７
４
）
又
は
、

新
宮
労
働
基
準
監
督
署
（
○
０
７
３
５
―
２

２
―
５
２
９
５
）
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

今
年
も
９
月
30
日
を
も

っ
て
平
成
18
年
の
北
山
川

観
光
筏
下
り
が
終
了
し
ま

し
た
。

昨
年
は
、
９，

２
８
７

人
の
過
去
最
高
の
乗
客
数

で
し
た
が
、
今
年
は
、
最

盛
期
の
８
月
に
欠
航
日
が

５
日
も
で
た
た
め
、
乗
客

数
は
７，

９
５
５
人
に
と

ど
ま
り
ま
し
た
。

月
別
状
況
は
、
下
の
と

お
り
で
す
。

月

５月

６月

７月

運航日数

1 1

7

2 5

乗客数

8 7 8

5 1 3

2 , 6 4 4

欠航日数

0

1

2

月

８月

９月

計

運航日数

2 1

8

7 2

乗客数

2 , 9 6 3

9 5 7

7 , 9 5 5

欠航日数

5

1

9
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去
る
９
月
26
日
の
臨
時
国
会
に
お
い
て
安
倍
晋
三

衆
議
院
議
員
が
首
相
に
指
名
さ
れ
、
安
倍
新
内
閣
が

誕
生
し
ま
し
た
。

５
年
余
に
わ
た
る
小
泉
内
閣
か
ら
安
倍
内
閣
へ
と

政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
政
権
交

代
に
よ
り
地
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か

大
き
な
関
心
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

小
泉
内
閣
の
功
罪
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
言
わ
れ

て
お
り
ま
す
が
、
勿
論
の
こ
と
小
泉
内
閣
で
な
け
れ

ば
実
行
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
定
の
評
価

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
方
で
は
、
格
差
の
問
題
等
、

陰
の
部
分
に
つ
い
て
議
論
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。安

倍
内
閣
は
、
基
本
的
に
は
小
泉
内
閣
の
改
革
路

線
を
引
き
継
い
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
中
国
や
韓
国
の
対
応
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
変
化

し
て
い
る
部
分
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

私
た
ち
地
方
に
と
っ
て
の
大
き
な
課
題
は
、
な
ん

と
い
っ
て
も
財
政
運
営
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
地

方
交
付
税
制
度
の
改
正
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と

で
す
。
地
方
の
重
要
な
財
源
と
し
て
地
方
交
付
税
が

あ
る
わ
け
で
国
の
一
方
的
な
考
え
方
や
財
政
議
論
だ

け
で
削
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
真
に
地
方
の
た
め
の
制
度
改
正
で

あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
、

安
倍
総
理
も
地
方
に
一
定
の
配
慮
を
し
た
発
言
も
見

受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
是
非
と
も
地

方
を
切
り
捨
て
る
こ
と
の
な
い
施
策
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
北
山
村
に
お
き
ま
し
て

は
、
安
倍
内
閣
の
発
足
に
合
わ
せ
て
議
会
と
執
行
部

共
同
で
新
型
交
付
税
に
関
す
る
要
望
活
動
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
後
と
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
き
つ
つ

頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

二階衆議院議員に要望

鶴保参議院議員に要望 世耕参議院議員に要望

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？

安
倍
内
閣
誕
生
で

地
方
は
ど
う
変
わ
る
の
か
？



⑫

燃える 
ゴミです 

会計係　紺野 会計係　紺野 

わかりづらいゴミの分別  シリーズ⑥ 
正しく知って、きちんと出してください。 

今回は、「使い捨てライター」→ 

答えは、 

←燃えるゴミとして出し 
　てください。 

（
第
六
回
） 

新 

この場合、できるだけ金属部分をはずしてく
ださい。 
はずした金属部分のみ不燃物として出して
ください。 

今
回
、登
場
し
て
い
た
だ
く
の
は
、現
在
、小
・ 

中
学
校
の
給
食
調
理
員
を
し
て
い
る
大
威
あ

さ
み（
お
お
い
あ
さ
み
）さ
ん
で
す
。 

 

Ｑ 

さ
っ
そ
く
で
失
礼
で
す
が
、お
歳
を
お
教

　 

え
い
だ
だ
け
ま
す
か
？ 

Ａ 

忘
れ
ま
し
た
。（
と
い
う
こ
と
で
す
。） 

Ｑ 

で
は
、ご
家
族
は
？ 

Ａ 

主
人
と
子
供
２
人
の
４
人
家
族
で
す
。 

Ｑ 

北
山
村
に
来
て
か
ら
ど
の
く
ら
い
経
ち

　 

ま
し
た
か
？ 

Ａ 

９
年
に
な
り
ま
す
。 

Ｑ 

ち
な
み
に
、ご
出
身
は
ど
ち
ら
で
す
か
？ 

Ａ 

三
重
県
の
紀
宝
町
で
す
。 

Ｑ 

住
ん
で
み
て
、村
の
感
想
は
ど
う
で
し
ょ
う
？ 

Ａ 

自
然
が
い
っ
ぱ
い
で
い
い
所
だ
と
思
い
ま
す
。 

Ｑ 

と
こ
ろ
で
、ご
自
分
の
性
格
を
一
言
で
言
っ
て
く
だ
さ
い
。 

Ａ 

真
面
目
か
な
？（
笑
） 

Ｑ 

趣
味
、好
き
な
こ
と
な
ど
何
か
あ
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

写
真
撮
影
で
す
。 

Ｑ 

そ
れ
で
は
、現
在
、学
校
給
食
の
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、給
食
を
作
る
う

　 

え
で
一
番
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は
何
で
す
か
？ 

Ａ 

「
安
全
で
お
い
し
い
給
食
」を
心
が
け
て
い
ま
す
。 

Ｑ 

最
後
に
、こ
れ
か
ら
の
北
山
村
に
望
む
こ
と
は
何
か
あ
り
ま
す
か
？ 

Ａ 

こ
れ
か
ら
も
子
供
達
が
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
出
来
る
や
さ
し
い
村
で
あ

　 

っ
て
ほ
し
い
で
す
。 
 

給
食
を
作
り
始
め
て
ち
ょ
う
ど
３
年
、ご
自
身
の
お
子
さ
ん
２
人
も
小
学
生
だ
そ

う
で
す
が
、こ
れ
か
ら
も
栄
養
た
っ
ぷ
り
愛
情
た
っ
ぷ
り
の
給
食
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。 

ガスがなくなって使えなくなった使い捨てライターは、 
不燃ゴミとして出せばいいのかな？ 

大威あさみさん（竹原） 
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